
動物の輸出入検疫速報（平成21年9月分）

（単位：頭、羽、群）

輸 入 輸 出
　牛 1,495 -
　豚 - -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - -

　馬 500 -

　その他の馬科 - -

　兎 363 3

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -

　その他のかも目の鳥類 - -

　初生ひな（鶏） 52,858 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵 - -

　みつばち（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 13,422

　犬 458 429
　猫 166 159
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 276

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
　　　２　※：家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,525,847 1,349,298 20,228 81,603 166,545 - 3,143,521

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

42,522,237 62,522,526 922,524 8,048 1,200 0 555,384

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,441,792 - 153,818 25,544 932,153 2,089,606 195,255

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

9,010 453,880 3,004 20,732,264 - 1,041,777 5,158,455

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

23,688,605 2,657,155 165,114,237

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

194,613 21,143 0 - - - 66,163

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

1,850,871 366,975 322,922 1,843,937 322 - 252,209

加熱処理その他
の家禽臓器

計

1,200 4,920,355

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

777 375,825 823 377,425

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

2,685,898 256,424 49,502 15 23,330 - 85,590

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- 550 - 3,101,309

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- 3,479 - 33,595 - 19,109 4,550

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

4,720 327,825 - - 393,279

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

200,437 15,192 - - 215,629

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

93,991 406 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

19,357,570 - 137,492 19,495,062

総計

196,760,816

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

　輸入畜産物検疫数量速報（平成21年9月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （単位：Kg）

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

骨類

肉類

臓器類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

1 - - 20 - - -

その他の骨 計

- 21

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

40,211 25,417 - - - - 1,519

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

1,674 424 - - 1,161,958 - 8,890

計

1,240,092

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

6 3 - 1 12,059 - 40

非加熱
その他の臓器

計

- 12,109

殻付卵 液卵 その他の卵 計

53,931 1 -  53,932

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

1,281,777 3,571,702 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 4,853,479

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- - - 2 - - 1

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 9,264 - - 9,267

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 24,003 24,003

総計

6,168,899

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

８．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類
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骨類

肉類

臓器類


